
 

 
企画競争実施の公示 

 

 

 次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

  

 

令和８年２月２６日 

 

                  分任支出負担行為担当官 

                    東京空港事務所長 後藤 秀行 

 

１．業務概要 

(1) 業 務 名： 東京空港事務所乗用旅客自動車借上契約 

(2) 業務内容： 職員の勤務が深夜に及び公共交通機関での帰宅が困難となった場合、

航空保安施設の巡回保守等業務上の理由により使用が適当と認められ

る場合及び緊急時の登庁に際し公共交通機関の使用が困難な場合等の

移動手段を確保する。 

(3) 履行期間： 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２．企画競争参加資格要件 

(1)  予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者で

あること。 

     なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2)  予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3)  令和０７・０８・０９年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提

供等」に格付けされた競争参加資格を有する者であること（会社更生法（平成１４年

法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、競争参加資格を継続する為に必要な手続きを行った者で

あること。）。ただし、複数者の委任を受けた任意団体が競争に参加する場合は、委

任者全てが上記条件を満たすこと。 

 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加の資格に関する公示」（令

和７年３月３１日付官報）に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請

を受け付ける。 

(4) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６

０年法律第８８号）の規定（第３章第４節を除く。）又はこれらの規定に基づく命令

に違反した日若しくは処分（指導を含む）を受けた日から５年を経過しない者でない

こと（これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時



 

までに是正を完了している者を除く。）。 

(5) 労働保険、厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及

びこれらに係る保険料の未納がないこと（入札参加関係書類提出時において、直近２

年間の保険料の未納がないこと。）。 

(6)  会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

     但し(3)の競争参加資格を継続するために必要な手続きを行った者を除く。 

(7) 企画提案書の提出期限から見積徴取日までの間に、国土交通省東京航空局長から

「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月２８日付

空経第３８６号）」に基づく指名停止を受けていない者であること（但し、中小企業

等協同組合法又は特別の法律によって設立された組合又は連合会にあっては、当該組

合又は連合会の構成員のうち、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている構成

員がいる場合、当該構成員を、本契約の履行期間中、本業務に従事させないこと。）。 

(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

(9) 事業の種別として、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を、営業区域として

「東京都特別区・武蔵野市及び三鷹市」の許可を受けていること。ただし、福祉タ

クシーのみの許可は除く。 

 

３．手続等 

(1) 担当部局 

〒１４４－００４１ 

東京都大田区羽田空港３－３－１ 

国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 総務部 会計課 調達担当 
電 話（０３）５７５７－３００４ 

 (2) 企画提案説明書の交付期間、場所及び方法 
令和８年２月２６日（木）から令和８年３月９日（月）までの土曜日、日曜日

及び祝祭日を除く午前１０時から午後５時までの間 
上記３．(1)に同じ。 
無償にて貸与する。 

    なお、３．(1)の交付場所以外で企画提案説明書の交付を希望する場合は、３． 

   (1)に事前連絡のうえ、東京航空局管内の空港事務所等で交付を受けることが出 

   来る。 

(3) 企画提案書等の提出期限、場所及び方法 

令和８年３月９日（月）午後５時まで 
上記３．(1)に同じ。 
持参、郵送（書留郵便に限る。提出期間内必着。）又は託送（書留郵便と同等

のものに限る。提出期限内必着。）すること。 

 

４．その他 



 

(1)  本公示に係る契約締結は、当該契約に係る令和８年度予算が成立し、予算示達

がなされることを条件とするものである。 

(2) 企画提案の特定方法は、各評価項目に配点を付し、提案内容に応じ得点を与え、

その合計得点が、説明書で示す割合以上を超える提案者のうち、得点合計の上位の

者から２者を特定する。 

(3) 企画提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したも

のであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるも

のではない。なお、契約の締結方法は、企画提案が特定された２者と見積徴取を実

施し、当方の予定価格の範囲内の価格の見積もりを提出した場合に随意契約を結ぶ

予定である。 

(4) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３．(1)に同じ。 

(6) 企画提案書の作成及び提出等に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

(7) 提出された企画提案書は、当該提案者に無断で２次的な使用は行わない。 

(8) 企画提案書に虚偽の記載をした場合においては、「航空局所掌の工事請負契約に

係る指名停止等の措置要領」（昭和５９年６月２８日付空経第３８６号。）に基づ

く指名停止を行うことがある。 

(9) 特定した企画提案内容については、国等の行政機関の情報公開法に基づき、開示

請求があった場合、あらかじめ「開示」を予定している書類とする。 

(10) 業務の具体的な取組方法について企画提案を求めるものであり、契約後の実際の

業務遂行にあたっては、企画提案書を踏まえつつ、実施することとする。 

(11) 契約締結日及び履行開始日は令和８年４月１日からとする。 

(12) その他の詳細は説明書による。 

 

 


